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働き方改革関連法の施行に向けた一層の周知啓発等の取組について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 (平成 30年法律第

71号 。以下 「働き方改革関連I_■」とい う。)に ついては、昨年 7月 6日 に公布 さ

れたところであ り、平成 31年 4月 1日 から、罰則付きの時間外労働の上限規制

や、年 5日 の年次有給休暇の確実な取得 をは じめとして、各改正事項が順次施

行 されるところです。

働 き方改革は、働 く方の置かれた個々の事情に応 じ、多様なrOlき方を選択で

きる社会を実現 し、働 く方一人一人がより良い将来の展望を持てるようにする

ことを目指すものであ り、こうした、働 き方改革の目指す社会を実現 させるた

めには、働 き方改革関連法の趣 旨や内容等を十分に理解 し実行することが大切

です。

昨年 12月 28日 には、「労働施策の総合的な推進並びに労lll者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)に 基づく労働施策基本

方針が閣議決定され、政府 としても、同方針に示 された働き方改革の意義やそ

の趣 旨を踏まえた取組を行 うこととしています。

また、同 日には、改正後の 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の

改善等に関する法律」(パー トタイム ・有期雇用労働法)及 び 「労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に

基づき定めた 「短時間 ・有期雇用労働者及び派遣労働者の不合理な待遇の禁止

等に関する指針 (いわゆる同一労10」同一賃金ガイ ドライン)が 告示 されたとこ

ろです。

さらに、改正後の労働時間等設定改善法においては、事業主の努力義務 とし

て、他の事業主 との取引に当たつて、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行

わないよう配慮す ることとされたことか ら、短納期発注など長時間労働につな

がる商慣行の見直 しについても取 り組んでいただく必要があります。

貴団体におかれましては、これまでも、働 き方改革に関する周知啓発に関し、

格別の御協力を賜ってきた ところですが、働 き方改革関連法の施行に向けて、



改めてこの周知啓発等の取組の趣 旨をご理解いただき、傘下団体 ・企業等にお

ける働き方改革の推進に向けて、

・働き方改革の意義やその趣 旨を踏まえた国の労働施策に関する基本的な事項

等について示 した労働施策基本方針及びいわゆる同一労働同一賃金ガイ ドラ

インの周知

・働き方改革推進支援センターや労働基準監督署の労働時間相談 ・支援班にお

ける労務管理の専門家等による個別相談 。支援の利用勧奨

・働き方改革推進支援センターが行 うセ ミナー等への実施協力及び周知

。時間外労働等改善助成金の活用をはじめ、傘下企業等が行 う働き方改草の取

組を支援する事業の実施

などの取組への御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

宮城労働局長


